
新 旧

第１章　治験審査委員会 第１章　治験審査委員会

（治験審査委員会の設置及び構成） （治験審査委員会の設置及び構成）

第３条　治験審査委員会は、院長が指名する者５名以上をもって構成する。 第３条　治験審査委員会は、院長が指名する者５名以上をもって構成する。

なお、院長は治験審査委員会の委員にはなれないものとする。 なお、院長は治験審査委員会の委員にはなれないものとする。

（１）	委員長：副院長（特命副院長） （１）	委員長：統括診療部長

（２）～（５）　略 （２）～（５）　略

２～４　略 ２～４　略

（附則）
〔施行期日〕
この手順書は平成２５年５月１日から施行する。
この手順書は平成２５年７月１日から改訂施行する。
この手順書は平成２７年４月１日から改訂施行する。
この手順書は平成３０年４月１日から改訂施行する。
この手順書は平成３０年７月１日から改訂施行する。
この手順書は平成３０年１０月１日から改訂施行する。
この手順書は令和４年４月１日から改訂施行する。
この手順書は令和４年９月１日から改訂施行する。
この手順書は令和５年１月１日から改訂施行する。

（附則）
〔施行期日〕
この手順書は平成２５年５月１日から施行する。
この手順書は平成２５年７月１日から改訂施行する。
この手順書は平成２７年４月１日から改訂施行する。
この手順書は平成３０年４月１日から改訂施行する。
この手順書は平成３０年７月１日から改訂施行する。
この手順書は平成３０年１０月１日から改訂施行する。
この手順書は令和４年４月１日から改訂施行する。
この手順書は令和４年９月１日から改訂施行する。
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